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南魚沼地域 ふるさと基金事業
 南魚沼地域広域計画協議会（南魚沼市と湯沢町で組織）湯沢町事務局：企画観光課 ☎ 025ー 784ー 4850

　南魚沼地域（南魚沼市・湯沢町）で「活気あふれ、うるおいのあるまちづくり」をめざし、活動している地域
住民やコミュニティ団体の取組を支援します。

　芸術 ･ 文化振興事業 　ふるさとコミュニティ支援事業

　地域創生支援事業

 対　象  �地域で保存が必要な伝統芸能の後継者育成や
伝統芸能を通じた世代間交流を図る事業

 補助額  補助対象額の３分の2以内（上限15万円）
 予算枠  165万円

 対　象  �快適でうるおいのある地域をつくりあげるた
めのコミュニティ活動

対象外
の事業 

 ◦�飲食・物販など、一過性のイベントを目的とした
事業

◦�行政区単位・旧村単位などで例年おこなっている
地域独自のイベントや祭礼

 補助額  補助対象額の３分の2以内（上限10万円）
 予算枠  80万円　
※�同一団体への補助は回数に応じて補助率が変わります。
〔４回目：上限額の３分の2、５回目：上限額の２分の1、
 ６回目以上：対象外〕

 対　象  �数千人規模の集客があり、地域の活性化を図
るイベントや地域の広域的なまちづくり活動

 補助額  補助対象額の３分の2以内（上限50万円）
 予算枠  �400 万円

その他、協議会で取り組む事業（予定） 
◇�幼児児童健全育成事業　（�南魚沼地域内の保育園・小学校での絵本の読み聞かせや音楽鑑賞会などの実施）
※�各種事業の実施を希望する団体からの相談を受け付けます。

 申請方法 　
 対 象 団 体  活動の本拠点が南魚沼地域（南魚沼市・湯沢町）にある団体
 補助対象額  事業に係る費用から事業収入・寄付金などを差し引いた額
 申 請 窓 口  南魚沼市役所 企画政策課、大和・塩沢市民センター、湯沢町役場 企画観光課
※�大和・塩沢市民センターと湯沢町役場は書類の受取りのみ、受付は南魚沼市役所 企画政策課に
て行っています。

 提 出 書 類  �申請書（申請窓口で配布または南魚沼市ウェブサイトからもダウンロードできます。）
 締 め 切 り  ４月 24 日（金）必着（※事務手続きがありますのでお早めの提出をお願いします。）
※書類審査を行い、審査結果を6月上旬にお知らせします。

詳しくは
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 湯沢消防署 ☎ 025 ー 784 ー 3377　　湯沢町役場 環境農林課 ☎ 025 ー 788 ー 0291

油断大敵
令和6年度、湯沢町では

18件 の油漏れ事故が
発生しています。

　油漏れ事故防止のために　

●�油が漏れてしまったら、元栓を閉めて、流出した油が広がらないよ
うに古布、新聞紙などできれいに拭きとりましょう。その後、湯沢
消防署または湯沢町役場 環境農林課まで至急ご連絡ください。

その場を離れない！目を離さない！
　給油後は、必ずバルブを閉めたか確認しましょう。ホームタンク用の自動停止機能
付バルブが販売されています。灯油販売店などにお問い合わせください。

ホームタンクからの小分け中はその場を離れないでください！

灯油流出の原因者には、回収費用や損害賠償の請求が行われる場合があります。


